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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】大量の液体を処理でき、かつ、液体から固体を
、その粒径の大小にかかわらず、高精度に分離できるマ
ルチサイクロン式液体処理装置を提供する。
【解決手段】マルチサイクロン式液体処理装置は、複数
の並列に並べられたサイクロン本体８と、サイクロン本
体８の全てに共通する懸濁液流入口６を介して、懸濁液
が流入する懸濁液流入室７と、サイクロン本体８の全て
に共通し、サイクロン本体８内で処理された処理液が流
入する処理液室１８と、処理液室１８から処理液を流出
させる処理液流出管１９と、サイクロン本体８の全てに
共通し、サイクロン本体８内で分離された排水が流入す
るドレイン室１４と、ドレイン室１４から排水を排出さ
せるドレイン排出管１５とを有し、処理液流出管１９に
は、絞り弁２０が取りけられていることを特徴とする。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　マルチサイクロン式液体処理装置は、
複数の並列に並べられたサイクロン本体と、
前記サイクロン本体の全てに共通する懸濁液流入口を介して、懸濁液が流入する懸濁液流
入室と、
前記サイクロン本体の全てに共通し、前記サイクロン本体内で処理された処理液が流入す
る処理液室と、
前記処理液室から処理液を流出させる処理液流出管と、
前記サイクロン本体の全てに共通し、前記サイクロン本体内で分離された排水が流入する
ドレイン室と、
前記ドレイン室から排水を排出させるドレイン排出管と、
を有し、
前記処理液流出管には、絞り弁が取りけられていることを特徴とするマルチサイクロン式
液体処理装置。
【請求項２】
　前記絞り弁は、オリフィスであることを特徴とする請求項１記載のマルチサイクロン式
液体処理装置。
【請求項３】
　前記絞り弁は、定流量弁であることを特徴とする請求項１記載のマルチサイクロン式液
体処理装置。
【請求項４】
　前記サイクロン本体は、個々のサイクロン本体が複数集まったマルチサイクロンユニッ
トを構成しており、前記懸濁液流入室への懸濁液の流入量によって、前記マルチサイクロ
ンユニットの数を増減させることができることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに
記載のマルチサイクロン式液体処理装置。
　
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、広く、サイクロンによって液体から固形の不純物を除去処理する装置に関す
る。特に農作物の洗浄に使用した水の再使用に関し、例えば、土砂やほこりだけでなく火
山灰が付着した茶生葉の洗浄に使用した水から火山灰等を取り除く際に使用される。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、煎茶を製造するには、茶生葉を摘採して茶生葉以外の草や枝などを取り除いた
後、茶生葉が熱をおびて発酵が進むのを防ぐため、そのまま蒸熱という蒸し工程に入る。
茶生葉は、熱処理とその後繰り返される揉みを経て乾燥され（これら一連の工程を荒茶工
程という）、荒茶と呼ばれる状態となる。その後、荒茶はさらに仕上げ加工を経て製品と
なる。しかし、火山灰の降る地域では、茶生葉に火山灰が積もるため、荒茶工程に入る前
に、茶生葉から火山灰等（以下、火山灰という。）を洗い落とす洗浄工程が欠かせない。
【０００３】
　茶生葉は、手摘みでは１芯２～３葉、機械摘みの場合は１芯４～５葉の状態で摘まれ、
軽く小さいものであるため、茶生葉の洗浄には特許文献１のような専用の機械が用いられ
る。特許文献１に開示される茶生葉洗浄装置では、茶生葉は洗浄用水槽に投入された後、
水槽内に噴気流を発生させ、かつ水槽の上部から散水することによって、茶生葉を水槽内
に沈めて撹拌し、茶生葉をバブリング洗浄できるようになっている。
【０００４】
　さらに、洗浄用水槽から取り出された茶生葉は、洗浄水と茶生葉に分離され、茶生葉は
回転金網籠に投じられる。回転金網籠の外側および内側には散水手段が設置され、茶生葉
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は、回転金網籠内で撹拌されながら、シャワー洗浄される。
【０００５】
上述したように、軽く小さい茶生葉に付着した火山灰を確実に洗い落とすには、バブリン
グ等による予備洗浄や、シャワーによる仕上げ洗浄など、２～３段階に分けた洗浄を経る
ことが必要で、そのため大量の水が必要となる。洗浄に使う水は、井戸水や水道水等のい
ずれでもよく、つねに新水を使用するのがもっとも簡単な方法ではあるが、あまりにも大
量の水が必要となるため、コスト面、環境面を考慮して、洗浄水は火山灰をできるだけ取
り除いた後、洗浄水として再使用される。
【０００６】
火山灰をできるだけ取り除く方法として、特許文献１では、フィルタの使用が開示されて
おり、特許文献２では、サイクロンによる火山灰分離が開示されている。特許文献３につ
いては、後述する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３９０３４５１号公報
【特許文献２】特開２０１４‐６８６１７号公報
【特許文献３】特開昭６０－２３５６６２号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００８】
特許文献１では、フィルタは火山灰によってすぐに目詰まりし、頻繁な交換が必要となる
。適切な頻度で交換ができない場合、フィルタの目詰まりにより、洗浄に必要な量を順調
に供給することができなくなったり、また、フィルタが破れるなどすれば、火山灰を含ん
だ水が洗浄に使用されることとなり、散水手段のノズルを詰まらせたり、あるいは茶生葉
に火山灰が再付着するなど、火山灰が残ってしまう。
【０００９】
また、特許文献２では、フィルタによる問題を解決すべく、サイクロンを使って火山灰分
離を行っている。一般論としてサイクロンは、旋回流の旋回半径（サイクロン径）を小さ
くするほど、遠心力が大きくなって分離できる粒子径（いわゆる分離限界粒子径）が小さ
くなり、高精度かつ高い効率で捕集を行うことができる。一方、サイクロンはいわゆる相
似設計による制約を受けるため、サイクロン径を小さくすると、必然的に導入管の断面積
も小さくなるため、サイクロン内での流体の流速が一定であれば、処理できる流量は少な
くなる。
【００１０】
しかし、茶葉洗浄機で大量の水を使って茶生葉を洗浄した後、その火山灰を含む大量の洗
浄水を処理するサイクロンは、大量の流量を処理できるものでなければならない。高精度
で高効率な捕集を目指してサイクロンの径を小さくすると、処理流量が小さくなってしま
い、望ましくない。といって、従来のまま特許文献２のような比較的大径のサイクロンの
使用を続けるならば、火山灰の分離精度も捕集効率もそれほど高いものが望めない。その
結果、微細な火山灰の多くは分離されないまま洗浄水の中に残り、再度洗浄水として利用
されることになる。
【００１１】
　特許文献３では、処理流量を大きく確保するためのマルチサイクロンが紹介されている
。しかし、各サイクロンの頂部出口（ドレイン側）が不純物で閉塞するのを防ぐため、注
入流室への懸濁液の流入量に対し、頂部流室（ドレイン室）から排出される流量をかなり
大きな割合（例えば１０％以上）で保持すべく、頂部流流出管に制御装置、センサ、調整
弁等が設けられている。センサによって液体の流量を常に検知し、常時、頂部出口から少
なからぬ流量の液体が排出されるように調整弁を制御することで、不純物は液体と一緒に
押し流されることとなり、頂部出口が不純物で閉塞するのを防ぐことができるのである。
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しかしながらその結果、注入された懸濁液に対し、頂部流量（ドレイン量）が大きな割合
を占めることとなり、処理効率（流入量に対し、ベース流、すなわち不純物が分離された
後の処理液の占める割合）が低くなってしまう。また、頂部出口にセンサや調整弁などを
設置すること自体も不純物が詰まる原因となりえるため、望ましいとはいえない。
【００１２】
本考案は、上記のような課題を解決するため、大量の液体を処理できて、処理効率が高く
、さらに高濃度に不純物を含む懸濁液から火山灰などの不純物を高精度分離かつ高効率捕
集できるマルチサイクロン式液体処理装置を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
マルチサイクロン式液体処理装置は、複数の並列に並べられたサイクロン本体と、前記サ
イクロン本体の全てに共通する懸濁液流入口を介して、懸濁液が流入する懸濁液流入室と
、前記サイクロン本体の全てに共通し、前記サイクロン本体内で処理された処理液が流入
する処理液室と、前記処理液室から処理液を流出させる処理液流出管と、前記サイクロン
本体の全てに共通し、前記サイクロン本体内で分離された排水が流入するドレイン室と、
前記ドレイン室から排水を排出させるドレイン排出管と、を有し、前記処理液流出管には
、絞り弁が取りけられていることを特徴とする。
【００１４】
　そして前記絞り弁は、オリフィスまたは定流量弁であることを特徴とする。
【００１５】
前記サイクロン本体は、個々のサイクロン本体が複数集まってマルチサイクロンユニット
を構成しており、前記懸濁液流入室への懸濁液の流入量によって、前記マルチサイクロン
ユニットの数を増減させることができることを特徴とする。
【考案の効果】
【００１６】
　本考案によれば、高精度分離・高効率捕集・高処理効率、かつ、高濃度に不純物を含む
懸濁液の処理が可能な液体処理装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本考案に係る液体処理装置の一実施形態を示すフロー図である。
【図２】マルチサイクロンユニットを増やした状態を示す図である。
【図３】本考案に係る液体処理装置の別の実施形態を示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００１８】
　本考案の実施形態を図１を参照しながら説明する。
【００１９】
　液体処理装置１は、茶生葉洗浄機２で使用された火山灰を含む洗浄水（以下、懸濁液と
いう。）から火山灰を分離して、再び洗浄水（以下、処理液という。）として茶生葉洗浄
機２に供給するためのものである。
【００２０】
茶生葉洗浄機２は、少なくとも予備洗浄機２ａと仕上げ洗浄機２ｂを備え、両洗浄機２ａ
、２ｂで使用された懸濁液は、貯水槽３へ集められる。懸濁液は、貯水槽３内の水をくみ
上げるポンプ４により、液体処理装置１に送られ、そこで火山灰が分離された処理液は、
再び、洗浄水として茶生葉洗浄機２の予備洗浄機２ａへ供給される。仕上げ洗浄機２ｂに
は、新水を洗浄水として供給するのが望ましいが、液体処理装置１で処理された処理液を
再び提供することもできる。
【００２１】
懸濁液は、貯水槽３内の懸濁液を汲み上げるポンプ４に接続された配管５を経由して、懸
濁液流入口６から、懸濁液流入室７に流入する。ポンプ４は、インバータ制御のもので、
懸濁液流入室７に流入する懸濁液の流量を常に一定に保ち、あるいは、流入量を調節する
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ことができる。なお、ポンプ４は、水陸を問わず、流入量や圧力を調整できるものであれ
ばインバータに限らず、バルブ調整によるものでもかまわない。
【００２２】
図１に示すように、本実施例では、サイクロン本体８を５つ集合させたマルチサイクロン
ユニットＡを用いており、懸濁液流入室７は、全てのサイクロン本体８に共通した部屋と
なっている。マルチサイクロンユニットＡを構成するサイクロン本体８は必ずしも５つで
ある必要はなく、３つでも４つでもよく任意に選ぶことができる。また、さらに多くの懸
濁液を処理したい場合は、マルチサイクロンユニットＡの数を増やして対応することがで
きる。
【００２３】
ところで、懸濁液を各サイクロン本体８へ流入させるための懸濁液流入室７について、複
数のサイクロン本体８に共通の部屋である必要は必ずしもなく、図３に示すように、サイ
クロン本体８の各流入口９に接続された共通の配管７´であってもよい。この共通の配管
から、各サイクロン本体８へ懸濁液を流入させるのである。この場合の配管も懸濁液流入
室７と同義である。
【００２４】
懸濁液流入室７に流入した懸濁液は、サイクロン本体８に少なくとも１つ設けられた流入
口９を経て、円筒状の旋回部１０で下向きの旋回流となる。そして旋回しながら、懸濁液
中の質量の重い火山灰は、外周側へ遠心分離され、漏斗状に形成された反転部１１へと進
み、下降して円筒状のチャンバー部１２に至り、排出管１３へと導かれ、全てのサイクロ
ン本体８に共通するドレイン室１４へと排出される。そして、ドレイン室１４へ流入した
火山灰を高濃度に含む洗浄水（排水）はドレイン管１５から排出される。
【００２５】
一方、火山灰が分離された洗浄水（処理液）は、反転部１１で上向きの旋回流に反転され
る。チャンバー部１２の存在により、上向きの旋回流となった処理液は、火山灰を高濃度
に含む排水を巻き込むことなく上昇し、サイクロン本体８の流出口１７へと導かれ、全て
のサイクロン本体８に共通する処理液室１８に流出し、処理液流出管１９に接続された配
管２１を経て、処理液貯留槽２２へ溜められ、再び洗浄液として茶生葉洗浄機２の予備洗
浄機２ａへ供給される（処理液貯留槽２２を経由せず、直接、予備洗浄機２ａへ供給され
てもよい）。
【００２６】
　処理液流出管１９には、オリフィス２０などの絞り弁が取り付けられている。ところで
、各サイクロン本体８の形状は、処理液流出管１９に、絞り弁が取り付けられていない状
態で、懸濁液が流入した際、チャンバー部１２あるいはチャンバー部がない場合には、サ
イクロン本体の出口部（排出管１３に相当）内の圧力が負圧あるいはわずかな正圧あるい
は大気圧と等しくなるように設計されているのであるが、処理液流出管１９に、オリフィ
ス２０などの絞り弁を取り付けることによって、処理液室１８とサイクロン本体８の内圧
（Ｐ２）が高められ、チャンバー部（あるいは出口部）内の圧力を大気圧またはわずかな
正圧へと高めることができる。
【００２７】
　従来、マルチサイクロンでは、複数あるサイクロン本体の中のいずれか一つでも、その
内圧のバランスを崩したものがあれば、排出管からドレイン室へと排出された排水が、他
の排出管に吸い込まれてしまい、流出口から処理液室へと流出してしまう現象（これを再
飛散という。）が起こるのであるが、このオリフィス２０を取り付けることによって、処
理液室１８とサイクロン本体８の内圧を高めことができるため、ドレイン室１４の圧力（
Ｐ３）も大気圧またはわずかな正圧へと高められ、その結果、排出管１３からドレイン室
１４へ排水を押し出すことができ、排出管１３から別の排出管１３への再飛散を防ぐこと
ができる。そのため処理液流出管１９からは、不純物が分離された清浄な処理液だけが流
出されることとなる。
【００２８】
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オリフィス２０を処理液流出管１９に取り付けることによって、処理液室１８と各サイク
ロン本体８の内圧（Ｐ２）が高まるため、排出管１３からドレイン室１４へ排出される排
水の量を任意の値に設定して、押し出すことができる。また、オリフィス２０によって、
懸濁液流入室７への懸濁液の流入流量（Ｑ１）に対し、処理液流出管１９からの処理液の
流出量（Ｑ２）およびドレイン管１５からの排水の排出量（Ｑ３）（各サイクロン本体８
の排出管１３からドレイン室１４へ流入する排水の総量）を調整することができ、同時に
、流出量（Ｑ２）と排出量（Ｑ３）の割合も安定させることができる。処理液の流出量（
Ｑ２）とドレイン排出量（Ｑ３）を合計した量が、懸濁液の流入流量（Ｑ１）に相当する
ため（Ｑ１＝Ｑ２+Ｑ３）、流入流量（Ｑ１）を決め、流出量（Ｑ２）あるいは排出量（
Ｑ３）のいずれか一方を決まれば、もう一方も決まるからである。
【００２９】
さらに、オリフィス２０の孔径を変えることにより、流入流量（Ｑ１）に対する流出量（
Ｑ２）・排出量（Ｑ３）の割合を調整・コントロールすることができる。
【００３０】
次に、オリフィス２０などの絞り弁によって決めた処理効率を維持するため、濁液流入室
７への懸濁液の所定の流入流量（Ｑ１）に対し、処理液流出管１９から流出する処理液の
流出量（Ｑ２）およびドレインの排出量（Ｑ３）を所定の値に一定に保つ調整方法を説明
する。ドレインの排出量（Ｑ３）を極限まで減らし、その高い処理効率を安定的に維持す
るための調整である。
【００３１】
懸濁液流入室７への懸濁液の流入圧力（Ｐ１）と処理液室１８内の圧力（Ｐ２）との圧力
の差（ΔＰ）を所定の値で維持されるように常時計測し、ΔＰが所定の値となるように、
ポンプ４を制御して、懸濁液流入室７への流入流量（Ｑ１）を常時調整することで、オリ
フィス２０が取り付けられた処理液流出管１９から流出する処理液の流出量（Ｑ２）また
はドレイン管１５からの排出量（Ｑ３）を所定の値に一定に維持する。
【００３２】
また、処理液室１８の圧力（Ｐ２）を常時計測し、その圧力（Ｐ２）が所定の値として一
定に維持されるように、懸濁液の流入流量（Ｑ１）を調節することで、懸濁液流入室７へ
の流入流量（Ｑ１）に対し、処理液の流出量（Ｑ２）またはドレインの排出量（Ｑ３）を
、所定の値に維持することもできる。
【００３３】
　また、ドレイン室１４の圧力（Ｐ３）を監視して、ドレイン室１４の圧力（Ｐ３）が所
定の値として一定となるように、懸濁液の流入流量（Ｑ１）を調整することによっても、
所定の流入流量（Ｑ１）に対し、ドレイン管１５からの排出量（Ｑ３）が所定の値に維持
することもできる。（排出量（Ｑ３）が決まれば、流出量（Ｑ２）も所定の値に決まる。
）
【００３４】
いずれにしても、処理したい懸濁液の流入流量（Ｑ１）に対する処理効率（処理液流出量
（Ｑ２）あるいはドレインの排出量（Ｑ３））が一定となるように、懸濁液流入室７への
流入圧力（Ｐ１）、あるいは懸濁液の流入圧力（Ｐ１）と処理液室１８内の圧力（Ｐ２）
との圧力差（ΔＰ）、あるいは処理液室１８の内圧（Ｐ２）、あるいはドレイン室１４の
内圧（Ｐ３）のいずれかが一定となるように調整すれば良いのである。
【００３５】
　また、別の実施形態として、オリフィス２０の代わりに、定流量弁を使用することもで
きる。この場合、処理液流出管１９からの流出量（Ｑ２）がほぼ一定になるように保持さ
れるので、ドレイン室１４内の圧力（Ｐ３）を監視して、ドレイン量（Ｑ３）が所定の値
として一定に維持されるように、ポンプ４を制御して、懸濁液の流入流量（Ｑ１）を調整
する。もちろん、定流量弁においても、流入圧力（Ｐ１）・処理液室１８内の圧力（Ｐ２
）のどちらかを監視してドレイン量（Ｑ３）が所定の値となるように調整することも可能
であることはいうまでもない。
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【００３６】
　ところで、液体処理装置１は、それが設置される工場のレイアウトによって、ドレイン
管１５の先の図示しない形状や設置状況は、さまざまな形態を取り得る。そもそも、ドレ
イン室１４内の圧力（Ｐ３）は、処理液流出管１９に取り付けられたオリフィス２０の影
響を受けて、わずかな正圧状態を維持されており、その圧力によって、ドレイン管１５か
ら排出される排出量（Ｑ３）も決まってくるのであるが、その圧力は非常に小さいもので
あるため、ドレイン管の長さや曲がり、高低差の違いなどによるドレイン室１４内に生じ
るごくわずかな圧力（例えば０．１ｋＰａ程度）変動でもドレイン管１５からの排出量（
Ｑ３）は影響を受けて変動する。しかし、できるだけ高い処理効率を維持するためには、
ドレイン管１５からの排出量（Ｑ３）が、工場内の事情等といった不確定な要素によって
影響を受けるのは望ましいとは言えない。
【００３７】
　そこで、こうした影響を受け得る可能性がある場合を考慮して、あらかじめドレイン室
１４内の圧力をできるだけ一定にやや高め（例えば+２～１０ｋＰａ）に保ち、排出量（
Ｑ３）の流量の変動幅を少なくするため、ドレイン管１５にオリフィス２３を取り付ける
こともできる。オリフィス２３によってドレイン室１４内のわずかな正圧（Ｐ３）が生じ
、工場や製造上の事情によるドレイン室１４内の圧力変動の影響が薄まるため、ドレイン
管１５からの排出量（Ｑ３）を安定させることが可能となる。さらに、オリフィス２３の
下流に図示しない大気開放用の開口を設けることもでき、それによって、ドレイン管１５
の下流の形状や状態によって受け得るドレイン室１４内の圧力変動を確実にまぬかれるこ
とができる。
【００３８】
　本発明は、茶生葉洗浄の際に用いられるだけでなく、広く農作物に使われる洗浄水の浄
化にも用いることができる。また、工作機械で使用されるクーラント中の切りくずを取り
除く技術としても応用できる。
【００３９】
　本発明によれば、大量の液体を処理しつつ、液体中に含まれる不純物の大小や濃度にか
かわりなく、また、目詰まりすることもなく、高精度・高効率に不純物を分離できるため
、処理液を繰り返し使用でき、コスト面、環境面に多大に貢献できる。ドレインの排出量
（Ｑ３）を極限まで減らし、一方、不純物を除去された清浄な処理液を多く流出させるこ
とのできる高い処理効率を安定的に維持することができる。
【００４０】
　また、処理液流出管に絞り弁を設けるだけで、処理液流出管からの処理液の流出量およ
びドレイン管からの排水の排出量を調整するとともに、それぞれ流出量・排出量の割合も
安定させることができる
【００４１】
　また、サイクロン本体が複数集まったサイクロンユニットを採用しているため、より大
量の液体処理が必要な場合は、サイクロンユニットの数を増やすことによって簡単に対応
できる一方、処理効率の決め手となる絞り弁は、複数のサイクロン本体に共通の処理液流
出管に設けるだけであるため、装置自体をシンプルな構造に維持することができる。
【符号の説明】
【００４２】
１        液体処理装置
６      懸濁液流入口
７      懸濁液流入室
Ａ      マルチサイクロンユニット
８      サイクロン本体
９      流入口
１０    旋回部
１１    反転部
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１２    チャンバー部
１３    排出管
１７        流出口
                １４        ドレイン室
                １５        ドレイン管
１８    処理液室
                １９        処理液流出管
                ２０    オリフィス／定流量弁
        ２２    処理液貯留槽
        ２３    オリフィス
２        茶生葉洗浄機
　３        貯水槽
　４　    ポンプ
　５、２１           配管

【図１】 【図２】



(9) JP 3202265 U 2016.1.28

【図３】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

